
第 ２ ３ 回 岩 手 県 役 職 連 

ゴ ル フ 大 会 開 催 要 領                 

 

１．主    催  岩手県役職連 

２．協    賛  ＪＡ岩手県五連 

３．開催期日 

      令和５年１０月１３日（金）  午前７：００受付開始（８：０３スタート予定） 

４．開催場所 

      「八幡平カントリークラブ」 住所：雫石町南畑第３２地割８５－１ 

                                  電話：０１９－６９５－２３２６ 

５．参加資格 

      本連盟の会員とする 

６．競技方法 

（１）団体戦 

① 同一分会参加者４人を１チームとし、上位３人の合計スコアで競う。 

ただし、３名の参加でも出場できます。 

  ② 順位がタイの場合は、スコア採用者の合計年齢で年長組を上位とする。 

この場合において、年齢合計も同一の者はハンディキャップ合計の少ない者が上

位とする。 

    ③ その他の競技方法については、個人戦の競技方法を準用する。 

（２）総合個人戦と次の３コースの個人戦を行う。ただし、各コースとも出場が３名以下 

の場合は個人戦としない。 

ア．Executive’sの部（常勤役員会員） 

イ．Staffの部（男性職員会員） 

ウ．Ladiesの部（女性職員会員） 

① １８ホールズストロークプレー、６インチプレース、レギュラーティーを使用。 

② Ｗペリア・Ｗパーカット・ハンディキャップ３６上限とする。 

③ 順位がタイの場合は、年長者を上位とする。 

この場合において、生年月日も同一の者はハンディキャップの少ない者が上位と

する。 

 



７．競技規則 

      ２０２３年日本ゴルフ協会ゴルフ規則による。 

８．大会運営委員会 

      大会運営委員会は、理事長が委嘱した者若干名で構成する。 

９．組み合せ 

      組み合せは大会運営委員会において決定し、各分会に通知する。 

10．表    彰 

 （１）団 体 戦  優勝、準優勝、第３位チームには賞状および記念品を授与する。 

 （２）総合個人戦    優勝、準優勝、第３位に賞状および記念品を授与する。 

（３）個 人 戦  優勝者には記念品を授与する。 

（４）そ の 他    ＢＧ賞、ＮＰ賞、ＤＣ賞、ホールインワン賞をそれぞれ賞する。 

11．参加申込 

      各分会長は、参加希望者を取りまとめのうえ、令和５年９月２２日（金）までに 

所定申込書により岩手県役職連に申し込みすること。 

なお、団体戦への参加チーム数は、制限を設けないこととする。 

      また、参加者が８０名を超えた場合は、参加人員を分会ごとに調整する。 

12．参加費用 

       参加に必要な一切の費用は、参加者の負担とする。（当日支払） 

    ※プレーフィ キャディーなし（食事・ドリンクバーなし）８，１７５円（税込み）  

           （グリーンフィ・諸経費・利用税）キャディー希望の場合別途加算 

13．そ の 他     

（１）定刻までに会場に到着しない場合は出場拒否とし、失格とすることがある。 

 （２）大会で撮影した写真は当連盟のホームページに掲載する場合がある。 

 （３）参加申込人数によっては中止する場合がある。 

    ※最低遂行人数：３０名 

（４）本要領に定めていない事項については、別に定める「競技特別規則」および大会運

営委員会で協議し決定する。 

 

 

 

  



（ゴルフ大会） 

 

競 技 特 別 規 則 

（八幡平 CCローカル・ルール） 

 

１．アウト・オブ・バウンズ（ＯＢ）は白杭、修理地は青杭または白線をもって標示する。 

２．ウォーターハザードは黄杭または黄線、ラテラル・ウォーターハザードは赤杭または赤

線をもって標示する。 

３．スルー・ザ・グリーンにおける道路および通路、溝、樹木の支柱、金網、ベンチ、目土

箱、マンホール、給水栓、建造物、看板等は動かすことのできない障害物とみなす。（同伴

競技者立ち合いのもとに明らかに流水の跡とみなされた場合は、これも適用する） 

４．樹木を防護している網にひっかかったボールは罰なしに球の直下の地点から１クラブ・

レングス以内で、かつホールに近づかない箇所にドロップすることができる。 

５．11 番・14 番・15 番の防球フェンスおよびネットは動かせない障害物とし、意図するス

トロークの方向にネットが障害となる場合は、罰なしに指定ドロップ区域からプレーする

ことができる。 

６．その他、ローカル・ルールの変更のある場合はその都度クラブハウス内に掲示する。 

７．上記以外はすべて、Ｊ・Ｇ・Ａゴルフ競技規則による。 

 


